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 提案理由 

 政務活動費の支給方法について見直しを図るため提案する。 

 



寒川町条例第 号 

 

寒川町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

寒川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成 13 年寒川町条例第 2 号)の一部を

次のように改正する。 

第 2 条中「者(」の次に「会派に所属しない者に限る。」を加える。 

第 4 条に次のただし書を加える。 

ただし、年度の途中において議員の任期が始まる場合における政務活動費につ

いては、速やかに交付するものとする。 

第 5 条第 1 項に次のただし書を加える。 

ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合については、基準日にお

ける当該会派の所属議員の数に年額 240,000 円を乗じて得た額を 12 で除して得た

額に基準日の属する月から議員の任期が満了する日(以下「任期満了日」という。)

の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 

第 5 条中第 2 項を第 3 項とし、第 1 項の次に次の 1 項を加える。 

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が始まる場合における

会派に対する政務活動費は、当該会派が結成された日における当該会派の所属議員

の数に年額 240,000 円を乗じて得た額を 12 で除して得た額に、当該任期が始まる

日の属する月の翌月(当該任期が始まる日が月の初日に当たる場合は、当該任期が

始まる日の属する月)から当該年度の 3 月(前項ただし書の規定の適用がある場合

は、任期満了日の属する月)までの月数を乗じて得た額とする。 

第 6 条第 1 項に次のただし書を加える。 

ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、年額 240,000 円を

12 で除して得た額に基準日の属する月から任期満了日の属する月までの月数を乗

じて得た額とする。 

第 6 条第 2 項を次のように改める。 

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が始まる場合における

議員に対する政務活動費は、年額 240,000 円を 12 で除して得た額に当該任期が始

まる日の属する月の翌月(当該任期が開始する日が月の初日に当たる場合は、当該



任期が開始する日の属する月)から当該年度の 3 月(前項ただし書の規定の適用が

ある場合は、任期満了日の属する月)までの月数を乗じて得た額とする。 

第 9 条第 3 項第 1 号中「第 5 条第 2 項」を「第 5 条第 3 項」に改める。 

別記様式中 

1 収入 

政務活動費         円 

を 

1 収入 

政務活動費         円 

利息            円 

合計            円 

に 

3 残額        円 

内訳 

(町に返還する額      円     へ引継ぐ額    円) 

を 

3 残額        円 

4 利息        円 

内訳 

(町に返還する額    円 利息    円   へ引継ぐ額   円) 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

「 

」 

」 

」 

「 

「 

」 

「 
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寒 川町 議会 政務活 動費 の交 付に 関する 条例 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(交 付対象 ) (交 付対象 ) 

第 2条  政 務活 動費 は、寒川 町議 会に おけ

る 会 派 (所 属 議 員 が 2人 以 上 の 場 合 を い

う 。 以 下 「 会 派 」 と い う 。 )及 び 議 員 の

職 に あ る 者 (                         

  以 下 「 議 員 」 と い う 。 )に 対 し て 交 付

す る。  

第 2条  政 務活 動費 は、寒川 町議 会に おけ

る 会 派 (所 属 議 員 が 2人 以 上 の 場 合 を い

う 。 以 下 「 会 派 」 と い う 。 )及 び 議 員 の

職 に あ る 者 (会 派 に 所 属 し な い 者 に 限

る 。 以 下 「 議 員 」 と い う 。 )に 対 し て 交

付 する 。  

～ 略～  ～ 略～  

(交 付の方 法 ) (交 付の方 法 ) 

第 4条  政 務 活 動 費 は 、 毎 年 5月 3 1日 ま で

に 交付 する ものと する。              

                                   

                                   

                       

第 4条  政 務 活 動 費 は 、 毎 年 5月 3 1日 ま で

に 交付 する ものと する 。ただし 、年度の

途 中 に お い て 議 員 の 任 期 が 始 ま る 場 合

に おけ る政 務活動 費に つい ては、速やか

に 交付 する ものと する 。  

(会 派に対 する 政務 活動 費 ) (会 派に対 する 政務 活動 費 ) 

第 5条  会 派に 対す る政 務活 動費 は、 4月 1

日 (以下「基準 日 」とい う。)におけ る当

該 会 派 の 所 属 議 員 の 数 に 年 額 240,000円

を 乗じ て得 た額と する。              

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    

（ 加え る ）  

第 5条  会 派に 対す る政 務活 動費 は、 4月 1

日 (以下「基準 日 」とい う。)におけ る当

該 会 派 の 所 属 議 員 の 数 に 年 額 240,000円

を 乗じ て得 た額と する 。ただし 、年度の

途 中 に お い て 議 員 の 任 期 が 満 了 す る 場

合 につ いて は、基準 日に おけ る当 該会派

の 所 属 議 員 の 数 に 年 額 240,000円 を 乗 じ

て 得 た 額 を 1 2で 除 し て 得 た 額 に 基 準 日

の 属 す る 月 か ら 議 員 の 任 期 が 満 了 す る

日 (以下「任期 満了 日」とい う 。)の属 す

る 月ま での 月数を 乗じ て得 た額 とする。 

2 前項の 規定 にか かわ らず 、年 度の 途中

に お い て 議 員 の 任 期 が 始 ま る 場 合 に お

け る会 派に 対する 政務 活動 費は、当該会

派 が 結 成 さ れ た 日 に お け る 当 該 会 派 の

所 属 議 員 の 数 に 年 額 240,000円 を 乗 じ て

得 た額 を 12で除し て得 た額 に、当 該任期

が 始 ま る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 (当 該 任 期

が 始ま る日 が月の 初日 に当 たる 場合は、

当 該 任 期 が 始 ま る 日 の 属 す る 月 )か ら 当

該 年 度 の 3月 (前 項 た だ し 書 の 規 定 の 適

用 が あ る 場 合 は 、 任 期 満 了 日 の 属 す る

月 )までの 月数 を乗 じて 得た 額と する。  
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2 （略）  3 （略）  

(議 員に対 する 政務 活動 費 ) (議 員に対 する 政務 活動 費 ) 

第 6条  議 員に 対す る政 務活 動費 は、基準

日 に 在 職 す る 議 員 に 対 し て 、 年 額 240,0

00円を 交付 する。                    

                                   

                                   

                                   

                                   

第 6条  議 員に 対す る政 務活 動費 は、基準

日 に 在 職 す る 議 員 に 対 し て 、 年 額 240,0

00円を 交付 する 。ただ し 、年度 の途 中に

お いて 議員 の任期 が満 了す る場 合は、年

額 240,000円 を 1 2で 除 し て 得 た 額 に 基 準

日 の 属 す る 月 か ら 任 期 満 了 日 の 属 す る

月 まで の月 数を乗 じて 得た 額と する。  

2  年 度 の 途 中 で 新 た に 議 員 と な つ た 者

(一 般 選 挙 (解 散 に よ る 場 合 を 除 く 。 )に

よ り 新 た に 議 員 と な つ た 者 を 除 く 。 )に

対 する 政務 活動費 は、議 員と なつ た日の

属 す る 月 の 翌 月 分 (そ の 日 が 月 の 初 日 の

場 合は、当月 分 )から月 割り で交 付する 。 

2 前項の 規定 にか かわ らず 、年 度の 途中

に お い て 議 員 の 任 期 が 始 ま る 場 合 に お

け る 議 員 に 対 す る 政 務 活 動 費 は 、 年 額 2

4 0 , 0 0 0円 を 1 2で 除 し て 得 た 額 に 当 該 任

期 が 始 ま る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 (当 該 任

期 が 開 始 す る 日 が 月 の 初 日 に 当 た る 場

合 は 、 当 該 任 期 が 開 始 す る 日 の 属 す る

月 )か ら 当 該 年 度 の 3月 (前 項 た だ し 書 の

規 定の 適用 がある 場合 は、任 期満 了日の

属 す る 月 )ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 と

す る。  

～ 略～  ～ 略～  

(収 支報告 書の 提出 ) (収 支報告 書の 提出 ) 

第 9条  （ 略）  第 9条  （ 略）  

2 （略）  2 （略）  

3 前項の 規定 にか かわ らず 、政 務活 動費

の 交 付 を 受 け た 会 派 の 経 理 責 任 者 又 は

経 理 責 任 者 で あ つ た 者 及 び 議 員 又 は 議

員 であ つた 者は、次 の各 号の いず れかに

該 当す る場 合は、そ の事 由が 生じ た日か

ら 3 0日 以 内 に 収 支 報 告 書 を 提 出 し な け

れ ばな らな い。  

3 前項の 規定 にか かわ らず 、政 務活 動費

の 交 付 を 受 け た 会 派 の 経 理 責 任 者 又 は

経 理 責 任 者 で あ つ た 者 及 び 議 員 又 は 議

員 であ つた 者は、次 の各 号の いず れかに

該 当す る場 合は、そ の事 由が 生じ た日か

ら 3 0日 以 内 に 収 支 報 告 書 を 提 出 し な け

れ ばな らな い。  

(1) 第 5条 第 2項に 該当 した とき 。  (1) 第 5条 第 3項に 該当 した とき 。  

(2)～ (5) （略）  (2)～ (5) （略）  

4・ 5 （略 ）  4・ 5 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

別 記様 式 (第 9条関 係 ) 別 記様 式 (第 9条関 係 ) 

別 紙の とお り  別 紙の とお り  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  
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 こ の条 例は 、令和 3年 4月 1日 から 施行す

る 。  

 



 

 

（現行） 

 

別記様式(第9条関係) 

年 月 日   

寒川町議会議長    様 

又は(議員名)        ㊞   

政務活動費に係る収入及び支出の報告書 

寒川町議会政務活動費の交付に関する条例第9条の規定に基づき、次のとおり

年度政務活動費収支報告書を提出します。 

1 収入 

政務活動費         円 

2 支出 

科 目 支 出 額(円) 備 考 

研 究 研 修 費     

調 査 費     

資 料 作 成 費     

資 料 購 入 費     

事 務 費   

そ の 他 の 経 費     

合 計     

(注)備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 

3 残額        円 

内訳 

(町に返還する額      円     へ引継ぐ額    円) 

会 派 名 

経理責任者 



 

 

（改正案） 

 

別記様式(第9条関係) 

年 月 日   

寒川町議会議長    様 

又は(議員名)        ㊞   

政務活動費に係る収入及び支出の報告書 

寒川町議会政務活動費の交付に関する条例第9条の規定に基づき、次のとおり

年度政務活動費収支報告書を提出します。 

1 収入 

政務活動費         円 

利息            円 

合計            円 

2 支出 

科 目 支 出 額(円) 備 考 

研 究 研 修 費   

調 査 費   

資 料 作 成 費   

資 料 購 入 費   

事 務 費   

そ の 他 の 経 費   

合 計   

(注)備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 

3 残額        円 

4 利息        円 

内訳 

(町に返還する額     円 利息   円    へ引継ぐ額    円) 

会 派 名 

経理責任者 


